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※ 本資料に掲載している計数は、会計監査人の監査を受けていません。 
*また、原則として単位未満を四捨五入して表示しています。 
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■  名 称   北びわこ農業協同組合 

■  設 立   平成９年４月 

■  本 店 所 在 地   滋賀県長浜市湖北町速水２７２１番地 

■  組 合 員 数   12,562 人 

■  出 資 金   18 億 95 百万円 

■  総 資 産   1,403 億 60 百万円 

 

（ 令和７年９月末現在 ） 

 人  

自 然

地 域

組 織



 
 

2 

 

 

 

 

 
 

当組合は、長浜市（旧東浅井郡、旧伊香郡）を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の

方々が組合員となって、相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念

として運営される協同組織であり、地域農業の活性化に資する地域金融機関です。 

当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした、大切な財産である「貯金」

を源泉としております。当組合では資金を必要とする組合員の皆さま方や、地方公共団体などにも

ご利用いただいております。 

当組合は、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて、事業活動を

展開しています。 

また、JA の総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域の協同組合

として、農業や助け合いを通じた社会貢献に努めています。 

 

 

 

 

 

農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さ

まの暮らしに必要な資金を貸し出し、地域社会の発展のために貢献しています。 

また、農業近代化資金・日本政策金融公庫資金など、制度融資についても取り扱いがございます。 

 

■ 主な融資商品について 

 

    

種  類 融資期間 融資金額 資金のお使いみち 

アグリマイティー資金 原則 10 年以内 
１億円以内 

(法人・団体は３億円以内) 

農業の生産・加工・流通・販売に関する運転資金

や設備資金など。 

JA 住宅ローン 50 年以内 ２億円以内 
住宅の新築・購入・増改築、土地の購入、他金融

機関からの住宅ローンの借換資金など。 

JA リフォームローン 20 年以内 2,000 万円以内 

既存住宅の増改築・改装・補修、その他住宅関連

設備資金、他金融機関からのリフォームローンの

借換資金など。 

JA マイカーローン 15 年以内 1,000 万円以内 

クルマ・バイクの購入資金（中古車含む）、他社自

動車ローンの借換資金、免許取得、車検・定期点

検などに必要な資金、カー用品の購入資金など。 

JA 教育ローン 
据置期間を含め 

最長 15 年 
1,000 万円以内 

入学金、授業料、学費およびアパート家賃等、教

育に関する資金、他金融機関からの教育ローン

の借換資金など。 

JA フリーローン 10 年以内 500 万円以内 
生活に必要な一切の資金。 

（お使い道のわかる書類を提出いただけるもの） 

 １． ＪＡ北びわこの特性 

 ２． 地域密着型金融への取り組み 

Ⅰ  地域貢献に関する取り組み  
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■ 農業担い手金融への取り組み ～「農業・農業者応援プラン」の実践～ 
 

農業者の競争力強化、農業者の所得増大、地域の活性化を目指し、『農業・農業者応援プラン』

に基づき、次の取り組みを実施しています。 

 

「農業・農業者応援プラン」の一例 
 

取組事項 対象 助成内容等 

ＪＡバンク滋賀 

農業資金利子補給 
個人・法人 農業資金について、最大１％・最長５年間の利子補給 

を行います。 

ＪＡバンク滋賀 

農業資金保証料助成 
個人・法人 農業近代化資金にかかる基金協会保証料について 

助成します。 

 

 

 

 

 

 

JA 北びわこでは、組合員・地域住民が安心して暮らせる地域づくりと豊かなくらしを実現するた

め、「くらしの活動」として下記の活動等に取り組んでいます。 

また、食と農、地域と JA を結ぶ取り組みにより、地域農業の振興を図ります。 

そして、准組合員・地域住民との接点をつくり、農業への理解と新たな仲間づくり（地域農業の

応援団、JA ファン）を進めるとともに、地域に根差した協同組合として「くらしの活動」を展開し

て地域の活性化に貢献してまいります。 

 
● 食農教育活動 
 

農業体験学習や資材の提供など様々な活動を通じ、次世代の子ど

もたちへ命の源である「食 」と「農 」の大切さを伝えるため、食

農教育に取り組んでいます。 

農作物を育てることにより、「食に対する感謝の心」と「農作業

の大変さや楽しさ」を学んでいただくとともに JA と地域の子ども

たちが「食」と「農」を通じふれあえる貴重な体験型学習です。 

 

● 女性部活動 
 

JA を拠りどころに、地域の方々とメンバーがつながり活動して

いる女性の組織です。想いや願いを共有するメンバーが結集し、イ

ベントの計画、地域貢献活動、料理・手芸・野菜作り教室など、部

員同士や地域の方々とのふれあいを大切に、地域の多様な組織と連

携しながら「食」「農」「地域」を守り、次代へとつなぐことを目的

として活動しています。 

 

 

 ３． くらしの活動情報 
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● JA 健康寿命 100 歳プロジェクト  
 

組合員・地域住民の「こころ」と「からだ」の健康保持・増進を

目的に活動しています。 
 

● ゆめちゃん広場 
 

組合員や地域の住民の方が参加することにより、趣味の向上や仲

間づくりのきっかけとなる場を目指し活動をしています。 

 

● ゆめまるくらぶ 
 

助け合い組織「ゆめまるくらぶ」とともに、地域の高齢者の皆さ

まにとって安心して暮らせる心豊かな地域社会づくりに取り組んで

います。 

また、各地域よりご依頼があれば、歌やゲーム・体操などを提供

し「ふれあいサロン」の支援を行っています。 

 

● 支店ふれあい活性化委員会 ・ 支店協同活動 ・ 地域貢献活動 
 

JA 北びわこでは、各支店に「支店ふれあい活性化委員会」を設

置しています。支店を拠点とし、組合員や組合員組織、地域住民の

方々の意思反映と連携により、組合員と JA とのふれあいを大切

に、地域の活性化へとつながる活動を目指しています。 

また、組合員等の参加・参画による自主的な協同活動を JA が

支援することを通じて、支店協同活動の円滑な運営に寄与するこ

とを目的とした支店夏祭り・支店感謝祭・グラウンドゴルフ大

会・ゲートボール大会・詐欺防止啓発運動・環境美化運動・管内

小学校の交通安全見守りといった活動も「支店ふれあい活性化委

員」の皆様と共に計画し取り組んでいます。 

 

  

 

 

 

 

 

   （単位：千円） 

種 類 令和７年９月末 令和７年３月末 令和６年９月末 

貯金残高 130,023,086 129,975,887 129,977,819 

貸出金残高 11,812,868 11,411,699 10,712,492 

預金残高 108,076,389 109,939,474 110,987,661 

有価証券残高 8,611,331 8,220,472 8,077,344 

 １． 主要勘定の状況 

Ⅱ  財務状況や事業に関する開示項目  
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（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている 

債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 
 

*２．危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ 

た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性が高い債権をいいます。 
 

*３．要管理債権 

         ４.「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と５.「貸出条件緩和債権」の合計額をいいます。 
      

*４．三月以上延滞債権 

        元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅滞している貸出金で、破産更生債権 

及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。 
 

*５．貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の 

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及び

これらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 
 

*６．正常債権 

債務者の財政状況及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のもの 

に区分される債権をいいます。 

 

 

 

 

（単位：千円） 

債権区分 
令和７年９月末 

（A) 
令和７年３月末 

（B) 
増減 
（A－B） 

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

2,093 13,770 △11,676 

危険債権 37,908 9,310 28,598 

要管理債権 － － － 

 
三月以上延滞債権 － － － 

貸出条件緩和債権 － － － 

小  計 40,002 23,080 16,921 

正常債権 11,777,206 11,392,187 385,019 

合  計 11,817,207 11,415,267 401,940 

 ２． 農協法及び金融再生法に基づく開示債権（単体） 
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（注）１. ９月末の有価証券の時価は９月末日における市場価格等に基づく時価としています。 

２. 取得価額は、償却原価法適用後の価額を記載しております。 

３．取得価格は、減損処理後のものです。 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

区 分 
令和７年９月末 令和７年３月末 

取得価額 時価 評価損益 取得価額 時価 評価損益 

その他目的 9,908,853 8,611,331 △ 1,297,522 9,364,475 8,220,472 △1,144,003 

合 計 9,908,853 8,611,331 △1,297,522 9,364,475 8,220,472 △1,144,003 

  （令和７年９月末現在） 

名 称 所在地 電話番号 
ＡＴМ 
設置 

ＡＥＤ 
設置 

本店 長浜市湖北町速水 2721 0749-78-2400   

営農経済センター 長浜市湖北高田町 753-2 0749 - 78 - 0012   

浅井支店 長浜市内保町 2818 0749-74-3101 ● ● 

浅井支店営農経済係 長浜市内保町 2818 0749-74-0002   

虎姫支店 長浜市五村 182 0749-73-3333 ● ● 

びわ支店 長浜市川道町 2618 0749-72-3261 ● ● 

びわ支店営農経済係 長浜市川道町 2618 0749-72-4482   

湖北支店 長浜市湖北町速水 2721 0749-78-1237 ● ● 

高月支店 長浜市高月町高月 1340-1 0749-85-2266 ● ● 

高月支店営農経済係 長浜市高月町高月 1340-1 0749-85-3600   

木之本支店 長浜市木之本町木之本 1525 0749-82-3001 ● ● 

木之本支店営農経済係 長浜市木之本町木之本 1525 0749-82-3004   

余呉支店 長浜市余呉町下余呉 887 0749-86-3025  ● 

永原支店 長浜市西浅井町大浦 60 0749-89-1131 ● ● 

東浅井ガスセンター 長浜市内保町 2818 0749-74-3103   

伊香ガスセンター 長浜市木之本町木之本 1525 0749-82-2385   

農産物直売所「ゆめまる館」 長浜市高月町高月 1340-1 0749-85-6033   

浅井北理容所 長浜市田川町 281 0749-74-0039   

フレンドマート浅井店キャッシュコーナー 長浜市三田町 1322  ●  

朝日キャッシュコーナー 長浜市湖北町山本 2855-3  ●  

ザ・ビッグ高月店キャッシュコーナー 長浜市高月町東物部 45-1  ●  

 ３． 有価証券の時価情報 

店舗のご案内 
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⬇⬇⬇ 下記の二次元コードから各コンテンツをご覧いただけます ⬇⬇⬇ 

 

 


